
岡
山
県
木
材
業
者
、
製
材
業
者
及
び
木
材
チ
ッ
プ
業
者
登
録
条
例

（
昭
和
三
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
一
号
）

改
正

昭
和
三
三
年

三
月
三
一
日
条
例
第
二
〇
号

昭
和
三
七
年

三
月
二
七
日
条
例
第
二
二
号

昭
和
四
八
年

三
月
二
七
日
条
例
第
三
六
号

昭
和
四
九
年

三
月
二
七
日
条
例
第
一
九
号

昭
和
五
二
年

三
月
一
九
日
条
例
第
一
九
号

平
成

四
年

三
月
二
四
日
条
例
第

二
号

平
成
一
〇
年
一
二
月
二
二
日
条
例
第
四
二
号

平
成
一
二
年

三
月
二
一
日
条
例
第

八
号

平
成
一
四
年

三
月
十
九
日
条
例
第
二
四
号

平
成
一
七
年

三
月
一
八
日
条
例
第
一
一
号

平
成
二
六
年

三
月
二
○
日
条
例
第
三
一
号

平
成
三
一
年

三
月
二
二
日
条
例
第
二
七
号

令
和

元
年
一
〇
月

四
日
条
例
第
六
一
号

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
木
材
業
者
、
製
材
業
者
及
び
木
材
チ
ッ
プ
業
者
の
登

録
を
行
い
、
そ
の
地
域
的
配
置
、
能
力
及
び
動
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

よ
り
、
木
材
需
給
の
円
滑
と
取
引
の
安
全
を
図
り
、
も
っ
て
木
材
産
業
の
育

成
振
興
及
び
関
係
産
業
の
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

木
材

素
材
（
薪
炭
の
用
に
供
す
る
も
の
及
び
食
用
菌
た
ん
原
木
を
除

く
一
般
用
材
、
杭
木
、
杭
丸
太
、
造
船
用
材
、
パ
ル
プ
用
材
、
電
柱
用

材
、
枕
木
用
材
、
そ
ま
角
等
を
い
う
。
）
、
製
材
（
板
、
ひ
き
割
、
ひ
き
角

等
の
一
般
製
材
、
枕
木
、
腕
木
、
木
箱
仕
組
板
、
た
る
丸
等
を
い
う
。）
並

び
に
単
板
、
合
板
、
床
板
、
銘
木
等
の
特
殊
材
を
い
う
。

二

木
材
業
者

素
材
及
び
銘
木(

機
械
設
備
に
よ
る
も
の
を
除
く
。)

の
生

産
又
は
木
材
若
し
く
は
立
木(

現
に
素
材
と
な
り
得
る
も
の
に
限
る
。)

の

販
売
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。

三

製
材
業
者

機
械
設
備
に
よ
る
製
材
及
び
銘
木
の
生
産
並
び
に
単
板
、

合
板
、
床
板
等
の
特
殊
材
の
製
造
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。

四

木
材
チ
ッ
プ
業
者

機
械
設
備
に
よ
る
木
材
チ
ッ
プ
製
造
を
業
と
す
る

者
を
い
う
。

（
登
録
の
義
務
）

第
三
条

木
材
業
者
、
製
材
業
者
又
は
木
材
チ
ッ
プ
業
者
（
以
下
「
業
者
」
と

い
う
。)

は､

こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
事
の
登
録
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

登
録
の
有
効
期
間
は
、
登
録
の
日
か
ら
一
年
以
内
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

と
す
る
。

３

前
項
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
業
者
は
、
更
新
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
登
録
の
申
請
）

第
四
条

登
録
（
更
新
の
登
録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
登
録
申
請
書
を
営
業
開
始
の
日
（
更
新

の
場
合
は
、
有
効
期
間
満
了
の
日
）
か
ら
二
週
間
以
内
に
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所

在
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

二

営
業
所
又
は
工
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三

営
業
資
産

四

業
務
の
概
要

五

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
手
数
料
）

第
五
条

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
手
数
料
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

木
材
業
者
登
録
手
数
料

一
件
に
つ
き

四
千
八
十
円
（
更
新
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
二
千
二
十
円
）

た
だ
し
、
単
板
、
合
板
、
床
板
、
銘
木
等
特
殊
材
の
販
売
を
木
材
業
以

外
の
業
の
兼
業
と
し
て
営
む
者
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
件
に
つ
き

二
千
三
十
円
（
更
新
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
千
円
）

二

製
材
業
者
登
録
手
数
料

一
件
に
つ
き

四
千
八
十
円
（
更
新
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
二
千
二
十
円
）

三

木
材
チ
ッ
プ
業
者
登
録
手
数
料

一
件
に
つ
き

四
千
八
十
円
（
更
新

の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
千
二
十
円
）

た
だ
し
、
木
材
チ
ッ
プ
業
を
木
材
業
又
は
製
材
業
の
兼
業
と
し
て
営
む

者
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
一
件
に
つ
き

二
千
三
十
円
（
更
新
の
場

合
に
あ
つ
て
は
、
千
円
）

２

既
納
の
登
録
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。

（
登
録
）

第
六
条

知
事
は
、
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
第
七
条
に
規
定
す
る
場

合
を
除
き
、
木
材
業
者
登
録
簿
、
製
材
業
者
登
録
簿
又
は
木
材
チ
ッ
プ
業
者

登
録
簿
に
こ
れ
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
登
録
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
登
録
票
を
登
録
申

請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
拒
否
）

第
七
条

知
事
は
、
登
録
申
請
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

又
は
登
録
申
請
書
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
と
き
若
し
く

は
重
要
な
事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
拒
否
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

二

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
、

そ
の
法
定
代
理
人
が
前
号
に
該
当
す
る
も
の

２

知
事
は
、
登
録
申
請
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

登
録
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
の
規
定
に
違
反
し

て
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
刑
の
執
行

を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の

二

こ
の
条
例
の
規
定
に
違
反
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
そ
の
刑
の
執

行
を
終
わ
り
、
又
は
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
一

年
を
経
過
し
な
い
も
の

三

営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
、

そ
の
法
定
代
理
人
が
前
二
号
に
該
当
す
る
も
の

四

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
取
消
し
を
受
け
た
日
か
ら
一

年
を
経
過
し
な
い
者

３

知
事
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
拒
否
し
た
場
合
は
、
遅
滞
な

く
、
そ
の
理
由
を
当
該
登
録
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
等
の
届
出
）

第
八
条

第
六
条
の
登
録
を
受
け
た
業
者
又
は
そ
の
相
続
人
若
し
く
は
清
算
人

は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
知
事
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
。

二

営
業
を
廃
止
し
た
と
き
。

三

業
者
が
死
亡
し
、
又
は
解
散
し
た
と
き
。

四

引
き
続
き
三
箇
月
以
上
営
業
を
休
止
し
、
又
は
そ
の
休
止
し
た
営
業
を

再
開
し
た
と
き
。

２

前
項
の
届
出
の
場
合
に
お
い
て
、
届
出
の
事
項
が
第
四
条
第
一
号
若
し
く



は
第
二
号
又
は
前
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
係
る
と
き
は
、
登
録
票
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
変
更
等
）

第
九
条

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
登

録
の
変
更
、
登
録
票
の
書
換
交
付
、
登
録
の
ま
っ
消
そ
の
他
必
要
な
措
置
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
木
材
業
者
登
録
簿
等
の
閲
覧
）

第
九
条
の
二

知
事
は
、
木
材
業
者
登
録
簿
、
製
材
業
者
登
録
簿
若
し
く
は
木

材
チ
ッ
プ
業
者
登
録
簿
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
の
閲
覧
を
求
め
ら
れ
た
と
き

は
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
条

知
事
は
、
こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
業
者
に
対
し
、
木
材
の
生
産
量
、
仕
入
量
、
販
売
量
、
在
荷
量

そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
の
取
消
等
）

第
十
一
条

知
事
は
、
業
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

不
正
の
手
段
に
よ
っ
て
登
録
を
受
け
た
と
き
。

二

第
七
条
第
一
項
各
号
又
は
同
条
第
二
項
各
号
（
第
四
号
を
除
く
）
の
一

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
そ
の
理
由
を
当
該
業
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
登
録

票
を
知
事
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則
）

第
十
二
条

第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
三
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２

第
八
条
又
は
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
報
告
を
行
わ
な
い
者
若
し

く
は
虚
偽
の
届
出
又
は
報
告
を
し
た
者
は
、
二
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

（
両
罰
規
定
）

第
十
三
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の

他
の
従
業
者
が
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
条
の
違
反
行
為
を
し

た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
条

の
刑
を
科
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
十
四
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め

る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
昭
和
三
十
二
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
施
行
の
際
現
に
木
材
業
者
又
は
製
材
業
者
で
あ
る
者
は
、
こ
の

条
例
施
行
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則
（
昭
和
三
三
年
条
例
第
二
○
号
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
施
行
の
際
現
に
立
木
の
販
売
を
業
と
し
て
い
る
者
で
、
こ
の
条

例
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
木
材
業
者
及
び
製
材
業
者
登
録
条
例
（
以
下

「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
登
録
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
も
の
は
、
こ
の
条
例
施
行
の
日
か
ら
六
十
日
以

内
に
新
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

附

則
（
昭
和
三
七
年
条
例
第
二
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
施
行
の
際
現
に
木
材
チ
ッ
プ
業
者
で
あ
る
者
は
、
そ
の
条
例
施

行
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
木
材
業

者
、
製
材
業
者
及
び
木
材
チ
ッ
プ
業
者
登
録
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条

例
」
と
い
う
。）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

こ
の
条
例
施
行
の
際
現
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
木
材
業
者

及
び
製
材
業
者
登
録
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
て
い
る
者

（
以
下
「
旧
登
録
業
者
」
と
い
う
。）
の
登
録
の
有
効
期
間
は
、
な
お
、
従
前

の
例
に
よ
る
。

４

旧
登
録
業
者
が
前
項
の
登
録
の
有
効
期
間
の
満
了
に
よ
り
、
登
録
の
更
新

を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録
に
係
る
登
録
手
数
料
は
、
改
正
後
の

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
登
録
の
有
効
期
間
の
満

了
す
る
日
に
応
じ
、
次
の
各
号
に
定
め
る
率
を
同
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の

額
に
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

登
録
の
有
効
期
間
が
昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
七
年
六

月
三
十
日
ま
で
の
間
に
満
了
す
る
も
の

百
分
の
八
十

二

登
録
の
有
効
期
間
が
昭
和
三
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
七
年
九

月
三
十
日
ま
で
の
間
に
満
了
す
る
も
の

百
分
の
六
十

三

登
録
の
有
効
期
間
が
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
七
年
一

二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
満
了
す
る
も
の

百
分
の
四
十

四

登
録
の
有
効
期
間
が
昭
和
三
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
昭
和
三
十
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
満
了
す
る
も
の

百
分
の
二
十

附

則
（
昭
和
四
八
年
条
例
第
三
六
号
）

こ
の
条
例
は
昭
和
四
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
昭
和
四
九
年
条
例
第
一
九
号
）

こ
の
条
例
は
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
昭
和
五
二
年
条
例
第
一
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
施
行
の
際
現
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
木
材
業

者
、
製
材
業
者
及
び
木
材
チ
ッ
プ
業
者
登
録
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
登

録
を
受
け
て
い
る
者
の
当
該
登
録
の
有
効
期
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附

則
（
平
成
四
年
条
例
第
二
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
〇
年
条
例
第
四
二
号
）

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
二
年
条
例
第
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附

則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産

者
に
関
す
る
第
二
条
の
改
正
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る

附

則
（
平
成
一
四
年
条
例
第
二
四
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
七
年
条
例
第
一
一
号
）

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

平
成
一
七
年
規
則
第
五
六
号
で
平
成
一
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行)

附

則
（
平
成
二
六
年
条
例
第
三
一
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
三
一
年
条
例
第
二
七
号
）



こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
元
年
条
例
第
六
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県

木
材
業
者
、
製
材
業
者
及
び
木
材
チ
ツ
プ
業
者
登
録
条
約
の
規
定
に
よ
り
知

事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


